
北海道生活科･総合的な学習教育連盟規約 

 

第１章 総 則 

第１条  この連盟は，北海道生活科･総合的

な学習教育連盟と称する。また，日

本生活科・総合的学習教育学会北海

道支部（以下，学会）を兼ねる。 

第２条  この連盟は，北海道における生活

科･総合的な学習教育の向上を図る

ことを目的とする。 

第３条  この連盟は，次の事業を行う。 

   １）研究会･研修会の開催 

   ２）教育用図書及び参考書の研究 

   ３）広報誌・研究紀要等の発行 

   ４）生活科教育・総合的な学習に 

     関する調査研究 

   ５）各地区組織の強化・連携 

   ６）学会にかかわる業務 

７）その他必要な事業 

第２章 会 員 

第４条  北海道の生活科教育及び総合的な

学習に関心をもち，この連盟の趣旨

に賛同する者とする。学会会員への

登録については任意とする。 

第３章 組 織 及 び 役 員 

第５条  この連盟は，北海道内の各地区の

加入団体で組織する。ただし，未組

織の地区からは，個人加入すること

ができる。 

第６条  この連盟は，次の役員を置き，任

期は１年間とし総会で選出する。 

     １）委員長    １名 

        本連盟を代表する。 

        また，学会北海道支部の支

部長及び地域世話人を兼ね

る。 

     ２）副委員長   若干名 

        委員長を補佐する。 

     ３）会計監査   若干名 

        会計を監査する。 

第７条  この連盟には，総会の承認を得て

顧問及び理事を置くことができる。 

第８条  各地区の加入団体は，地区代表１

名を置く。 

第９条  この連盟は，札幌市に事務局を置

き，局長・次長及び局員を委員長が

委嘱する。 

第４章 総会 

第１０条   総会は，役員及び地区代表・会員

で構成し，年１回委員長が招集し，

次のことを審議し決定する。 

     ただし，必要に応じて臨時総会を

開く。 

    １）事業・決算報告 

    ２）役員改選 

    ３）事業計画 

    ４）予算審議 

    ５）その他 

第５章 会 計 

第１１条  この連盟の運営は，加盟費，事業

収入，寄付金による。 

     ４月１日～３月３１日までを事業

年度とする。 

会計は事務局次長の勤務校に置く。 

 

第６章 付則 

第１２条  この規約は，平成２７年４月２５

日から施行する。 

     [平成 02 年 11 月 24 日制定] 

     [平成 05 年 05 月 01 日一部改定] 

     [平成 11 年 05 月 08 日一部改定] 

     [平成 12 年 05 月 13 日一部改定] 

[平成 27年 04 月 25 日一部改定] 

第１３条  この規約は，総会決議によらなけ

れば改廃することはできない。

 


